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  平成 25 年 2 月期第 3 四半期報告書提出遅延および 

当社株式の監理銘柄（確認中）指定の見込みに関するお知らせ 

 

当社は平成25年2月期第3四半期報告書について、金融商品取引法に基づく法定提出期限であ

る平成25年1月15日までに提出できない見込みとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

記 

１．平成 25 年 2 月期第 3 四半期報告書の提出遅延理由 

 当社は、平成 24 年 12 月 28 日付「不適切な会計処理に係る調査委員会設置に関するお知

らせ」にて公表いたしましたとおり、不適切な会計処理が行われていた可能性があることが

判明したため、速やかに調査委員会を設置し、平成 25 年 1 月 4 日付「調査委員会の構成変

更のお知らせ」にて公表いたしましたとおり、委員の構成を日本弁護士連合会による「企業

等不祥事における第三者委員会ガイドライン（平成 22 年 12 月 17 日改訂）」に沿う形に

変更したうえで、過去の会計処理の内容およびその根拠となる取引の状況等につき、徹底し

た調査を行っております。 

 当社は、調査委員会の調査結果を受領した上で、平成 25 年 2 月期第 3 四半期報告書の適

正性を確認し、会計監査人から四半期レビュー報告書を受領する予定であります。したがい

まして、相応の時間を要することから、金融商品取引法第 24 条の４の７第 1 項に定める提出

期限（平成 25 年 1 月 15 日）までに平成 25 年 2 月期第 3 四半期報告書を提出できない見込

みとなりました。 

 また、平成 25 年 2 月期第 3 四半期決算短信につきましても上記の理由により、平成 25 年

1 月 15 日までに開示できない見込みとなりました。 

２．監理銘柄（確認中）への指定見込みについて 

 大阪証券取引所の監理銘柄及び整理銘柄に関する規則第 7 条第 1 号の２ａ（l）イにより、

金融商品取引法に定める提出期限（平成 25 年 1 月 15 日）までに四半期報告書を提出できる

見込みがない旨を開示した場合は、当該銘柄を監理銘柄（確認中）に指定することとされて

おります。したがいまして、大阪証券取引所より投資家の皆様の注意を喚起するため、当社

株式は監理銘柄（確認中）に指定される見込みであります。 

３．今後の見通し 

 調査委員会の調査結果を受領次第、平成 25 年 2 月 13 日までに平成 25 年 2 月期第 3 四半

期報告書を提出する所存であります。また、平成 25 年 2 月期第 3 四半期決算短信につきま

しても、平成 25 年 2 月 13 日までに開示する所存であります。 

 株主、投資家の皆様をはじめとする関係者の皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけ

いたしますことを深くお詫び申し上げます。 

以 上 


